
2019年～めざしてきたインパクト

A 子どもの権利を保障する総合的・包括的政策の実行
B 子どもコミッショナー制度の実現
C 子どもの権利条約の理解が進み、行動が増える

キャンペーンの目的
日本社会において、「子どもの権利」の概念が浸透し、国、自治体、家庭などのあ
らゆるレベルにおいて、子どもの最善の利益が確保されることができるような社
会状況をつくる。

キャンペーンがめざしていること（2024年4月更新）

①子どもの権利を基
盤とした基本法が成

立する。

②子どもに関する総
合的かつ包括的な政
策が実行される。

③子どもコミッショ
ナー制度が実現す
る。

④子どもの権利条約を
学び、理解し、毎日の
生活の中に活かせるよ
うになる子ども、おと
なが増える。

2023年4月～2029年3月
でめざすインパクト

→2022年6月達成！
2023年4月～施行
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L8 子どものいる場で、子どもの権利の
実践、行動が増える

①子どもメガホ
ンプロジェクト

S1 子どもの政策に関し、
子どもの意見が聴かれる M１国連子どもの権利

委員会の審査に子ども
の声反映

L1 こども施策(及び関連施
策）に子どもの権利保障の具
体策が含まれる

M3 子どもコミッショナー
の役割・意義・意味の浸透 L4 自治体の方針で子どもの権利条約

の普及活動が明文化され予算化される

L7 子どもの権利条約の広報・普及活動
が官民両方の場で定着する

M7 自治体や学校のパート
ナーとして普及活動を担う
賛同団体が増える、

M4 政策策定において子どもの
意見が聴かれるメカニズムを
持つ自治体が増える

④講師・アドバ
イザー派遣・自
治体連携

M6 子どものオンブズパーソ
ンを設置する自治体が増える

S5 子どもの権利
実践ベストプラク
ティスの共有

③セミナー
開催

L３子どもの意見が尊重された
自治体のこども計画が出来る

L7-2子育て文脈
で子どもの権利
について学ぶ親
が増える

L7-1 教育・保育
の文脈で子どもの
権利を子どもが学
ぶことが定着する

インパク
ト

アウトカム
活動・アウトプット

⾧期アウトカム短期・中期アウトカム

子
ど
も
の
権
利
を
保
障
す
る
総
合

的
・
包
括
的
政
策
の
実
行

②政策提言

⑥ 広 報 活 動
（WEB、SNS発
信）

S2 国連子ども権利委員
会に子どもレポートが提
出される

S7 子どもの権利条約
を学ぶ機会の増加

L2 実際の子どもの意見を踏ま
えた政府への勧告（総括所見）

S3 提言を関係者に
行う機会を獲得する

S6 子どもの権利条
約、こども基本法の
情報量が増える

M8 子どもの権利条約、こども
基本法の認知率の向上
(教育者、親、子ども自身、一般
市民）

子
ど
も
コ
ミ
ッ

シ
ョ
ナ
ー
制
度

の
実
現

子
ど
も
の
権
利
条
約
の
理
解
が
進

み
、
行
動
が
増
え
る

S4 こども基本法の
自治体の義務・努力の
理解浸透

M5 子どもの権利条例の
ある自治体が増える

L7-3自分の
権利行使が
できる子ど
もが増えるL8-2 子どもの権利

を尊重した教育現場,
居場所が増える

L8-1子どもの権利
を尊重した子育てを
する保護者が増える

M2 こども大綱に子どもの
権利保障、権利教育・普及
が含まれる

達成 進んでる！2024年度の重点

★子どもの権
利条約フォー
ラム2024

L5 学校現場において子どもの権利条
約の教育が位置づけられ、それに基づ
いた学校運営がなされる

L6 こども基本法改正（2028年想
定）と同時に、子どもコミッショ
ナー設立の法案が提出される

⑤子ども向
けウェブサ
イト運営

重点が意図しているアウトカム
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